
 

別紙１ 

 

中期計画予算 

平成２０年度～平成２４年度 

                         （単位：百万円） 

区   別 金   額 

収 入 

 運営費交付金 

 施設整備費補助金 

 自己収入 

 

計 

 

２３，８９３ 

３５４ 

７１９ 

 

２４，９６６ 

支 出 

 業務経費 

 一般管理費 

 人件費 

 施設整備費 

国庫納付金 

 

計 

 

１１，２８５ 

１，０７３ 

６，４１７ 

３５４ 

５，８３７ 

 

２４，９６６ 

（注１）各欄の積算と合計欄の数字は、四捨五入の関係で一致しないことがある。 

（注２）運営費交付金収入及び業務経費には、平成２０年度補正予算（第１号）により措

置された「安心実現のための緊急総合対策」の消費者政策強化対策に係る経費及び平

成２０年度補正予算（第２号）により措置された「生活対策」の消費者政策強化対策

に係る経費が含まれている。 

 

【人件費の見積り】 

期間中総額５,００８百万円を支出する。 

ただし、上記の金額は、役員報酬（非常勤役員給与を除く。）並びに職員基本給、職

員諸手当及び超過勤務手当に相当する範囲の費用である。 

 

【運営費交付金算定方式】 

・ ルール方式とする。 

 

【運営費交付金の算定ルール】 

・ 毎事業年度の運営費交付金については、以下の数式により決定する。 

 

 

運営費交付金＝人件費+（業務経費+一般管理費）×β（消費者物価指数）－自己収入＋ε（特殊要因増減） 

人件費＝（基本給等＋社会保険料負担金＋児童手当拠出金）×α１×γ＋退職手当 
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基本給等＝前年度の（役員報酬＋職員基本給＋職員諸手当＋超過勤務手当） 

業務経費＝前年度の業務経費相当額×α２×δ 

一般管理費＝前年度の一般管理費相当額×α３ 

 

【注記】 

人件費の効率化係数（α１）：各事業年度予算編成過程において、当該事業年度における具体的な係数値を決定。 

業務経費の効率化係数（α２）：各事業年度予算編成過程において、当該事業年度における具体的な係数値を決定。 

一般管理費の効率化係数（α３）：各事業年度予算編成過程において、当該事業年度における具体的な係数値を決定。 

消費者物価指数（β）：各事業年度予算編成過程において、当該事業年度における具体的な係数値を決定。 

人件費調整係数（γ）：各事業年度の予算編成過程において給与昇給率等を勘案して、当該事業年度における具体的

な係数値を決定。 

政策係数（δ）：国民に対して提供するサービスへの対応への必要性、独立行政法人の評価委員会による評価等を総

合的に勘案し、各事業年度の予算編成過程において、当該事業年度における具体的な係数値を決定。 

特殊要因（ε）：法改正等に伴い必要となる措置、現時点で予測不可能な事由により、特定の年度に一時的に発生す

る資金需要 

 

【中期計画予算の見積りに際し使用した具体的係数及びその設定根拠等】 

・人件費の効率化係数（α１）：平成２０年度は前年度０.９８、平成２１年度以降は

対前年度０.９９ と仮定した。 

・業務経費の効率化係数（α２）：中期計画期間中は、０.９９と仮定した。 

・一般管理費の効率化（α３）：中期計画期間中は、０.９７と仮定した。 

・消費者物価指数（β）：中期計画期間中は１.００と仮定した。 

・人件費調整係数（γ）：平成２０ 年度は１.００５５９、平成２１年度以降は１.

００と仮定した。 

・政策係数（δ）：平成２０年度は１.０７５５９５４、平成２１年度以降は１.００

と仮定した。 
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別紙２ 

収支計画 

平成２０年度～平成２４年度 

                         （単位：百万円） 

区   別 金   額 

費用の部 

 経常費用 

  業務経費 

  一般管理費 

  人件費 

  減価償却費 

 財務費用 

 臨時損失 

 

収益の部 

 運営費交付金収益 

 自己収入 

 資産見返運営費交付金戻入 

 臨時利益 

 

純利益 

目的積立金取崩額 

総利益 

１８，８９２ 

１８，８９２ 

１１，０１３ 

１，０７３ 

６，４１７ 

３８８ 

０ 

０ 

 

１８，８９２ 

１７，７８５ 

７１９ 

３８８ 

０ 

 

０ 

０ 

０ 

（注）各欄の積算と合計欄の数字は、四捨五入の関係で一致しないことがある。 

 

【注記】 

当法人における退職手当については、役員退職手当支給規程及び職員退職手当支給規程に基

づいて支給することとなるが、その全額について、運営費交付金を財源とするものと想定して

いる。 
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別紙３ 

資金計画 

平成２０年度～平成２４年度 

                           （単位：百万円） 

区   別 金   額 

資金支出 

 業務活動による支出 

 投資活動による支出 

 財務活動による支出 

 次期中期目標期間への繰越金 

 

２４，９６６ 

１８，５０３ 

６２６ 

５，８３７ 

０ 

資金収入 

 業務活動による収入 

  運営費交付金による収入 

  自己収入 

 投資活動による収入 

  施設整備費補助金による収入

 財務活動による収入 

   

 前期中期目標期間よりの繰越金

２４，９６６ 

２４，６１２ 

２３，８９３ 

７１９ 

３５４ 

３５４ 

０ 

 

０ 

（注）各欄の積算と合計欄の数字は、四捨五入の関係で一致しないことがある。 
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資料４ 

平成２４年度 独立行政法人国民生活センター年度計画 

 

平成２４年 ３月３０日 

（変更）平成２５年 ２月２６日 

独立行政法人国民生活センター 

 

独立行政法人国民生活センター（以下「センター」という。）は、中期計画に定めた

業務の実施について、独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）第３１条の規

定に基づき、平成２４年度の業務運営に関する計画（以下「年度計画」という。）を以

下のとおり定める。 

 

１．業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 

（１）一般管理費及び業務経費 

・ 一般管理費（人件費を除く）については、前年度比３％以上、業務経費に

ついては、前年度比１％以上の経費の削減を行う。 

 

・ 借り上げ宿舎制度については、平成２３年末、国家公務員宿舎についての

削減計画が取りまとめられ、更なる削減努力を行うこととなったこと等を

踏まえ、平成２４年度中に運用の見直しを検討する。 

 

（２）人件費 

・ 総人件費については、「公務員の給与改定に関する取扱いについて」（平成

２３年１０月２８日閣議決定）の趣旨を踏まえた人件費の見直しを行う。 

 

（３）給与水準 

・ 給与水準については、国家公務員との給与水準差等の観点から現状の給与

水準が適切かどうか検証を行い、その検証結果を踏まえた取組状況につい

て公表する。 

 

（４）随意契約の見直し 

・ 随意契約の適正化を推進するため、「随意契約等見直し計画」に基づく取

組を着実に実施するとともに、一般競争入札等により契約の競争性、透明

性を十分確保し、入札・契約の適正な実施を図る。 

 

（５）保有資産の有効活用 

・ 「公共サービス改革基本方針」（平成２３年７月１５日閣議決定）に基づ

き、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成２２年１２月

７日閣議決定）及び「独立行政法人の制度及び組織の見直しの基本方針」

（平成２４年１月２０日閣議決定）における「組織の見直し」の結論を踏

まえ、検討する。 
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・ 研修施設として廃止した相模原事務所の今後の在り方について、「独立行

政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成２２年１２月７日閣議決

定）及び「独立行政法人の制度及び組織の見直しの基本方針」（平成２４

年１月２０日閣議決定）における「組織の見直し」の結論を踏まえ、検討

する。 

 

・ 東京事務所について、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」

（平成２２年１２月７日閣議決定）及び「独立行政法人の制度及び組織の

見直しの基本方針」（平成２４年１月２０日閣議決定）に基づき、国庫納

付後における新たな東京事務所の在り方について、「基本方針」における

「組織の見直し」の結論を踏まえ、検討する。 

 

２．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するた

めにとるべき措置 

（１）消費生活情報の収集・分析・提供 

①ＰＩＯ－ＮＥＴの刷新等 

・ 平成２２年度より運用を開始した新ＰＩＯ－ＮＥＴ（ＰＩＯ－ＮＥＴ

2010）の安定的な稼動を図るとともに、苦情相談の受付からＰＩＯ－ＮＥ

Ｔ登録までの期間の更なる短縮等を図るため、「ＰＩＯ－ＮＥＴ刷新に関

する検討会」での議論を踏まえ、ＰＩＯ－ＮＥＴシステムに関する刷新の

基本方針を策定する。 

 

・ 平成１９年度策定のＰＩＯ－ＮＥＴ最適化計画で目標とされた事項が、Ｐ

ＩＯ－ＮＥＴ2010 で達成されているかについて、「ＰＩＯ－ＮＥＴ刷新に

関する検討会」における議論を踏まえて検証する。 

 

・ 「ＰＩＯ－ＮＥＴ刷新に関する検討会」での議論及び最新の検索技術等に

ついての調査・研究結果を踏まえつつ、テキストマイニング等の次期シス

テムへの採用について検討する。 

 

②「早期警戒指標」の整備 

・ ＰＩＯ－ＮＥＴ情報の監視・分析に資するため、開発した早期警戒指標に

基づいて情報を作成し、消費者庁、関係省庁、地方消費生活センター等へ

定期的に提供する。 

 

・ 早期警戒指標の情報から重要な事案を発見して消費者被害の規模や内容、

深刻度等を迅速に分析する「消費生活相談早期警戒システム」（ＰＩＯ―

ＡＬＥＲＴ）の安定的な稼動を図るとともに、国や地方公共団体の消費者

行政担当部局からの改善要望等を聴取し、システムの改善を図る。 

 

③「事故情報データバンク」の整備 

20



・ 事故情報データバンクの安定的な運用を図るとともに、関係機関からの改

善要望等を聴取し、消費者庁との協議を踏まえてシステムの改善を図る。 

 

④「消費者トラブルメール箱」の運用 

・ インターネットを活用して、広く消費者からトラブル情報を収集するとと

もに、寄せられる情報のうち、多数案件や新規手口の案件など重要性の高

いものについて、解決策や消費者へのアドバイスを年間５０件以上ホーム

ページ上で提供する。 

 

⑤調査研究 

・ 消費生活に重大な影響を及ぼす問題について、ＰＩＯ－ＮＥＴ情報等を活

用しつつ調査研究を行い、国・地方の消費者政策の企画立案に資するとと

もに、広く国民に情報提供する。 

 

（２）国民への情報提供の強化 

①報道機関等を通じた情報提供 

・ ＰＩＯ－ＮＥＴ等で収集される情報を迅速に分析してとりまとめ、記者説

明会を機動的に開催することにより、年間５０件以上の情報提供を行う。 

 

・ 国民への情報提供に当たっては、悪質商法や製品事故などによる消費者被

害の発生や拡大を防ぐ観点から、事業者名を含めた公表に積極的に取り組

む。 

 

②ホームページ、出版物等による情報提供 

ア．ホームページ 

・ コンテンツの迅速な追加・更新、新規コーナーの追加等により、ホームペ

ージ利用者の利便性の向上を図る。 

 

・ 緊急性が高い問題については、必要とされる情報を迅速かつ的確に提供す

る。 

 

イ．出版物 

・ 消費者問題の専門情報としてＷＥＢ版「国民生活」のコンテンツを作成し、

定期的にホームページへ掲載するとともに、同コンテンツの簡易冊子を関

係各所に配布する。 

 

・ ＷＥＢ版「国民生活」について、内容の充足と満足度の向上を図るため、

読者等へのアンケート調査を実施し、５段階評価で４以上の満足度の評価

を得る。 

 

・ 国民の日常生活の情報源として「くらしの豆知識」を年１回発行し、消費
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者情報の普及を図るとともに、視覚障害者のためのデイジー版を作成する。 

 

ウ．高齢者や障害者等への情報提供 

・ 高齢者や障害者に加えて、それらの方々を支援する民生委員や介護関係者

等を対象に、悪質商法や製品事故等に関するメールマガジン（高齢者版、

子ども版）を発行する。 

 

・ メールマガジン等の情報を活用した印刷物を作成し、民生委員や介護関係

者等に対して配布し、情報提供する。 

 

③消費者庁の行う注意喚起への協力 

・ 消費者庁が行う注意喚起について、ホームページ、出版物等を通じて消費

者に情報提供する。 

 

（３）苦情相談の充実・強化 

①苦情相談 

ア．経由相談 

・ 専門的な相談の充実・強化を図るため、金融・保険、情報通信、特商法等

の分野については、外部専門家、職員、相談員で構成するチーム制を敷く。 

 

・ 全国的に共通性のある苦情相談については、消費生活センターと共同して、

または移送を受けて、事業者との交渉を行い、相談の統一的な処理に取り

組む。 

 

イ．「消費者ホットライン」を活用した地方支援 

・ 都道府県・政令市の消費生活センターの支援として、話中のバックアップ

を実施する。 

 

・ 土日祝日に相談窓口を開所していない消費生活センターを補完するため、

土日祝日相談を実施する。 

 

②個人情報の取扱いに関する苦情相談 

・ 個人情報の取扱いについて、消費生活センターからの経由相談に引き続き

積極的に対応する。 

 

（４）裁判外紛争解決手続の実施 

消費者紛争の迅速・適正な解決と同種紛争の未然防止のために、紛争解決

委員会において、重要消費者紛争に関し和解の仲介等の手続を実施する。 

 

（５）関係機関との連携 

①消費者庁 
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・ 消費者事故等の発生に関して、必要な事項を適切な方法で消費者庁へ通知

する。 

 

・ 定期的に連絡会議を開催し、同種被害が多数発生している事例等について

消費者庁と情報共有を図る。 

 

・ 消費者庁を通じて関係行政機関への情報提供を行う。 

 

②消費生活センター 

・ ＰＩＯ－ＮＥＴの安定的運用に資するため、「ＰＩＯ－ＮＥＴつうしん」

を含むＰＩＯ－ＮＥＴ運営に関する情報を随時「消費者行政フォーラム」

に掲載する。 

 

・ 緊急情報を速やかに提供するため、「消費生活相談緊急情報」を「消費者

行政フォーラム」に毎月２回掲載する。 

 

・ 緊急情報を速やかに提供するため、「製品関連事故情報」を「消費者行政

フォーラム」に毎月掲載する。 

 

③国の行政機関 

・ 消費者利益を侵害する違法・不当行為について、事業者情報を含め、行政

機関との間で緊密な情報交換を行い、法令に基づく迅速かつ厳正な行政処

分等に資する。 

 

④独立行政法人 

・ 製品評価技術基盤機構、農林水産消費安全技術センター、国立健康・栄養

研究所との情報共有を進め、商品テスト、研修等に関し連携を図る。 

 

⑤法令照会への対応 

・ 裁判所、警察、弁護士会、適格消費者団体等からの法令に基づく照会に対

して迅速かつ適切に対応する。 

 

⑥情報公開 

・ 情報公開請求に対して適切に対応する。 

 

（６）研修の充実 

①地方公共団体職員・消費生活相談員向け研修への重点化 

・ 消費生活センターの相談処理や啓発の能力を高めるため、地方公共団体の

職員、消費生活相談員を対象とした研修に重点化を図ることとし、全研修

コース数のうち、これらを対象とする研修を９割以上とする。 
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・ 研修コース毎に、受講者に対するアンケート調査を実施するとともに、受

講者を派遣した地方公共団体へのアンケート調査を実施する。アンケート

調査の結果は研修内容の充実に活用するとともに、受講者および地方公共

団体から５段階評価で平均満足度４以上の評価を得る。 

 

・ 中小企業等の消費者相談部門等に所属する職員を対象に、苦情処理に必要

な一般的知識及び法令等の専門的知識、並びに最近の消費者問題等を習得

するための研修を行う。 

 

・ 相模原事務所が、研修施設としては廃止されたことを踏まえ、外部施設に

おける研修の適切な実施を図る。 

 

②消費生活専門相談員資格認定制度 

・ 消費生活センター等において相談業務に携わる相談員の資質・能力の向上

等を図るため消費生活専門相談員資格の審査及び認定を行う。 

 

・ 各地の地理的条件に配慮した人材の供給を確保する観点から、全国１５箇

所以上で資格試験を実施する。 

 

・ 資格取得者の資質・能力の維持・向上を図るため、消費生活センター等で

の実務に就いていない資格取得者が資格の更新を行う際に受講する講座

を実施する。 

 

③消費者・企業向け研修への市場化テスト導入 

・ 「公共サービス改革基本方針」（平成２３年７月１５日閣議決定）に基づ

き、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成２２年１２月

７日閣議決定）及び「独立行政法人の制度及び組織の見直しの基本方針」

（平成２４年１月２０日閣議決定）における「組織の見直し」の結論を踏

まえ、検討する。 

 

（７）商品テストの強化 

①生活実態に即した商品テストの実施 

・ 事故状況や使用条件を反映した商品テストを機動的かつ効率的に実施し

情報提供することにより、重大製品事故や偽装表示などによる消費者被害

の未然防止・拡大防止を図る。 

 

・ 消費者事故等の原因究明を図るために、消費者庁からの求めに応じ必要な

協力を行う。 

 

・ テストの課題設定及び成果については、商品テスト分析・評価委員会の評

価を受け、その結果を業務に反映させる。 
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②商品テストの効率的な実施 

・ 独立行政法人、研究機関、大学等の関係機関との連携を強化し、それぞれ

の機関が保有する専門的な知見や技術・技能等を活用する。 

 

・ 定型的な規格・基準に基づくテストや専門性の高いテストなどは、外部の

試験研究機関等へ委託する。 

 

③商品テスト実施機関の情報収集・提供 

・ テスト実施機関が実施可能な対象商品や試験内容、保有する施設・機器な

どの情報を更新し、ホームページを通じて情報提供する。 

 

・ 消費生活センター等で実施した商品テスト情報を収集し、情報提供する。 

 

 

（８）中核機関としての役割強化 

・ 消費者庁が中心となって、センターの業務及び組織の整備、関係機関等と

の役割分担・連携等の具体的な方策に関し検討を行った結果を踏まえ、適

切に対応する。 

 

（９）地方公共団体に対する支援 

・ 地方の消費生活相談体制の強化を図るため、都道府県へのヒアリングやア

ンケート調査の結果を踏まえ、市区町村の相談窓口へ経験豊富な相談員等

を訪問させ、現地の相談員に対し助言・指導を行う。 

 

３．予算（人件費の見積もりを含む。）、収支計画及び資金計画 

別紙１から別紙３のとおり。 

 

４．短期借入金の限度額 

・ 短期借入金の限度額は、７億円とし、運営費交付金の資金の出入に時間差が

生じた場合、不測の事態が生じた場合等に充てるために用いるものとする。 

 

５．不要財産の処分に関する計画 

予定なし 

 

６．重要な財産の処分等に関する計画 

予定なし 

 

７．剰余金の使途 

（１）商品テスト業務に係る検査・分析機器等を充実させるための更新・整備 

（２）情報の収集及び提供に係る高度情報化を図るための機器等の整備 
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（３）施設・設備の質的向上及び老朽化対応のための改修・整備 

 

８．その他内閣府令で定める業務運営に関する事項 

（１）施設・設備に関する計画 

予定なし 

 

（２）人事に関する計画 

・ 業務運営の効率化により、常勤職員の増加抑制に努める。 

 

・ 職員の資質向上と業務の効率化に資するため、各種研修会に参加して研鑽

を図る。 

 

（３）中期目標期間を超える債務負担 

・ 中期目標期間中のセンター業務を効率的に実施するために、コンピュータ

の賃貸借について、次期中期目標期間にわたって契約を行うことがある。 

 

（４）積立金の処分に関する事項 

予定なし 
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別紙１ 

 

平 成 ２４ 年 度 予 算 

（単位：百万円） 

区  別 金  額 

収入 

 運営費交付金 

 事業収入等 

 前年度からの繰越金 

  

計 

 

２，７２１ 

１４８ 

１，７１８ 

 

４，５８７ 

支出 

 業務経費 

 一般管理費 

 人件費 

  

計 

 

３，２８１ 

２０２ 

１，１０４ 

 

４，５８７ 

（注）各欄積算と合計額の数字は、四捨五入の関係で一致しないことがある。 

     

    【人件費の見積り】 

      ８８７百万円を支出する。 

      ただし、上記の金額は、役員報酬（非常勤役員給与を除く。）並びに職員

基本給、職員諸手当及び超過勤務手当に相当する範囲の費用である。 
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別紙２ 

 

平 成 ２４ 年 度 収 支 計 画 

（単位：百万円） 

区  別 金  額 

費用の部 

 経常費用 

  業務経費 

  一般管理費 

  人件費 

  減価償却費 

  財務費用 

  

収益の部 

 経常収益 

運営費交付金収益 

  事業収入等 

  資産見返運営費交付金戻入

 

経常損失 

目的積立金取崩額 

当期総損失 

４，２７０ 

４，２７０ 

２，６１９ 

１９９ 

１，１０４ 

３４２ 

７ 

 

５，３１３ 

５，３１３ 

４，９７４ 

１４７ 

１９３ 

 

１，０４３ 

－ 

１，０４３ 

（注）各欄積算と合計額の数字は、四捨五入の関係で一致しないことがある。 
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別紙３ 

 

平 成 ２４ 年 度 資 金 計 画 

（単位：百万円） 

区  別 金  額 

資金支出 

 業務活動による支出 

 投資活動による支出 

 財務活動による支出 

 翌年度への繰越金 

 

１２，３１２ 

３，９７７ 

６，７９２ 

１４７ 

１，３９６ 

資金収入 

 業務活動による収入 

  運営費交付金による収入 

  事業収入等 

 投資活動による収入 

 財務活動による収入 

 前年度からの繰越金 

 

１２，３１２ 

２，８７０ 

２，７２１ 

１４９ 

６，３０６ 

－ 

３，１３７ 

（注）各欄積算と合計額の数字は、四捨五入の関係で一致しないことがある。 
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